
清瀬市会計年度任用職員【専門職】（一般事務）募集要項 

 

１． 応募資格 

    パソコン操作（文書作成ソフト及び表計算ソフトの基本的な知識を有し、 

文書レイアウト、関数などの機能を活用できる）及び適切な接遇ができる方 

※地方公務員法第１６条の欠格事由に該当する方は、受験できません。 

２． 任用期間 

    令和６年４月１日から令和７年３月 31日まで 

   ※１会計年度ごとの任用を原則とします。同一の職が設置され、選考等の能力実証を行っ

た上で、勤務実績が良好である場合に再度の任用を行う場合がありますが、毎年度、本

職種の必要性を吟味し、設置不要となった場合は、更新されません。 

（公募によらない再度の任用は、連続 4回が上限となります。） 

３． 身  分 

    地方公務員法第 22条の２第１項第１号に基づく一般職の非常勤職員 

４． 勤務内容 

【勤務場所】清瀬市内図書館 

【職務内容】一般事務 

  ※上記の勤務場所・職務内容に変更はありません。 

※業務上の必要があるときは、人事異動を命じる場合があります。 

５． 勤務日及び勤務時間 

【勤 務 日】週５日勤務 

【勤務時間】 

週平均 35時間勤務 

    例：火～金曜日 8：45～16：45、9：15～17：15、11：15～19：15又は 12：15～20：15 

      土・日・祝日 9：15～17：15、9：45～17：45又は 10：15～18：15 

    ※上記のほか業務上の都合により勤務時間を変更する場合があります。 

６． 報酬、諸手当等（※退職手当は支給されません。） 

    月額 １９９，４００円 

他に通勤費（第二種報酬）、期末手当等を市規定により支給します。 

７． 選考（面接） 

５月１日（水）を予定 

※応募者多数の場合は、書類選考を実施する場合があります。 

８． 募集人員 

    若干名 



９． 有給休暇 

    任用期間内 10日 

10． 災害補償 

    公務中及び通勤途上の災害として認定されたものについては、各種法令及び条例等に基づ

き補償されます。 

11． 社会保険等 

    共済組合、厚生年金保険及び雇用保険に加入となります。 

12． 健康診断 

    常勤職員に準じて実施します。 

13． 申込み手続き 

 持 参 に よ る 申 込 

申込期間 

令和６年４月 25日（木）午後０時まで 

※４月 24日（水）までの受付時間：午前８時 30分～午後５時 

（土・日曜日・祝日を除く） 

申 込 先 
清瀬市役所３階（19番窓口） 

経営政策部未来創造課人材育成係 

申 込 時 

必要書類 

① 清瀬市会計年度任用職員【専門職】採用試験申込書（写真貼付） 

② 職務経歴書（職務経験のある方のみ） 

注意事項 

そ の 他 

・提出書類は返却いたしません。 

・熱等により文字が消えるインクを使用した筆記具で書かれた書類の受付け 

は一切いたしません。 

・申込書添付の写真は美顔修正等の加工不可。 

 

14． その他 

上記は、現時点におけるものであり、採用時までに制度改正等があった場合は、それによ

ります。 

15． 問い合わせ 

    〒204-8511 東京都清瀬市中里五丁目８４２番地 

          清瀬市経営政策部未来創造課人材育成係 
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